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案件名称：宮城県立精神医療センター医療情報システム更新業務 

№ 質問項目 質問内容 回答 

1 （資料 3-6）第 6章_ハードウ

エア６ー２ サーバ類機能要

件６－２－１－１ 

「電子カルテおよびその他部門サ

ーバはオンプレとする。なお、バックア

ップデータについてはクラウド対応も

可能とする」 とございますが、院内に

電子カルテ参照用のサーバを設置す

るということでもよろしいでしょうか。  

ご確認いただけますようお願い申し

上げます。 

本番環境の端末及びサーバ装置

やネットワークから切り離したバックア

ップデータであれば可能です。 

なお、本番環境サーバは院内設置

となります。 

2 （資料 3-5）第 5章_部門シス

テム５-１2 医事会計システ

ム５－１２－１－１ 

「部門システムとして電子カルテとシ

ングルサインオンで連携できること。」 

とございますが、シングルサインオンの

ソフトウェアを導入するという認識でよ

ろしいでしょうか。 

ご確認いただけますようお願い申し

上げます。 

シングルサインオンの機能を有して

いれば、シングルサインオンのソフトウ

ェアの導入有無は問いません。 

3 （資料 3-9）第 9章_データ移

行９ー１ データ移行基本要

件９－１－２ 

「現行システムからの移行データの

抽出費用（現行ベンダからのデータ抽

出に係る費用含む）・次期医療情報シ

ステムへの移行費用は落札者負担と

する」とございますが、現行システムか

らの移行データの抽出費用、応札者

が直接、既存システムベンダーから費

用見積もりを取得するということでよろ

しいでしょうか。 

ご確認いただけますようお願い申し

上げます。 

お見込みのとおりです。 

4 （資料 3-9）第 9章_データ移

行９ー１ データ移行基本要

件９－１－５ 

「電子カルテの３原則である「真正

性」「見読性」「保存性」の確保を考慮

するため、現行システムの開発業者と

協力して、参照用サーバを構築するこ

お見込みのとおりです。 



 
 

と。」とございますが、参照サーバ構

築、設計、データ移行、仮想サーバの

構築に係る一切の費用は、応札者が

直接、既存システムベンダーから費用

見積もりを取得するということでよろし

いでしょうか。 

ご確認いただけますようお願い申し

上げます。 

5 （資料 3-2）第 2章_基本情報

２－２ 全体構成図 

訪問看護ステーションシステムは現

行の「ほのぼの」を継続利用とお見受

けしますが、このクラウド型訪問看護ス

テーションシステム「ほのぼの」は運用

監視サービス付きのクラウド型セキュリ

ティを経由して接続されております。 

このクラウド接続に関する運用監視

サービス付きクラウド型セキュリティは

落札者が改めてサービスも含めて再

構築するということでよろしいでしょう

か。  

ご確認いただけますようお願い申し

上げます。 

現行の訪問看護ステーションシステ

ム「ほのぼの」の運用監視サービス付

きのクラウド型セキュリティは、既存シ

ステムベンダーの継続利用となります

が、宮城県立精神医療センター医療

情報システム更新に係るネットワーク

接続及び構築は落札者負担となりま

す。 

なお、必要に応じて、協議することと

します。 

6 （資料 3-6）第 6章_ハードウ

エア６ー３ 端末機等機能要

件６－３－３－１５ 

「EDRに準拠したウイルス対策ソフト

を装備しており、年次バージョンアップ

を図ること。当該費用は、本件調達費

用に含むこと。」とございますが、ＥＤＲ

とはランサムウェア等に感染後の対応

まで含むものと認識しております。こち

らは、あらためて運用支援付きのウイ

ルス対策ソフトウェアをネットワークごと

再導入となりますでしょうか 

ご確認いただけますようお願い申し

上げます。 

お見込みのとおりです。 

7 基本要件-3-1-1-14 オーダデータが各システムとインタ

ーフェースされている状態が構築され

ていれば可となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

8 電子カルテ-4-1-2-29 文書一覧画面に、文書名、開始

日、更新日が表示されます形式で可と

なりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

9 電子カルテ-4-1-2-35 過去の作成文書（作成完了の文

書）を再度修正することは可能です。

元の文書を残す場合は、複写して新

規に作成することで可となりますでしょ

うか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

10 電子カルテ-4-1-2-60 新しい順に画面下へスクロールで

過去のカルテとなる形式で可となりま

すでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

11 電子カルテ-4-1-4-8 新しい順に画面下へスクロールで

過去のカルテとなる形式で可となりま

すでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

12 電子カルテ-4-1-4-25 代行承認での取り消しはできません

が可となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり



 
 

ます。 

13 電子カルテ-4-1-9-3 テンプレートの保守画面で編集を

行い登録は院内共通で可となります

でしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

14 電子カルテ-4-1-13-8 ひとつ前に戻る機能で可となります

でしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

15 電子カルテ-4-1-13-11 患者毎の記事に表示される形式で

可となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

16 電子カルテ-4-1-15-28 記事をカルテに記載する形式で可

となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

17 電子カルテ-4-1-17-1 日付けごとの印刷で可となりますで

しょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

18 オーダリング-4-2-1-9 患者基本情報の登録編集は権限

の設定がありませんが可となりますで

しょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

19 オーダリング-4-2-41-7 指示入力していただく運用で可とな

りますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

20 オーダリング-4-2-68-13 承認機能での対応で可となりますで

しょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

21 オーダリング-4-2-68-14 承認機能での対応で可となりますで

しょうか 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

22 看護支援-4-3-13-14 ワークシートは出力するのみで、画

面がありません。実施一覧、患者のフ

ローシート画面等で当日の実施内容

を確認する運用で可となりますでしょう

か 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

23 看護支援-4-3-13-17 ワークシートは出力するのみで、画

面がありません。実施一覧、患者のフ

ローシート画面等から患者のカルテ画

面を開くことで可となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

24 精神リハビリ部門システム

-5-10-7-4 

新規記録については制限ができな

い形式で対応可となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

25 精神リハビリ部門システム

-5-10-12-2-7 

指示受け済みの指示の表示は不可

という運用で可となりますでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

26 精神リハビリ部門システム

-5-10-16-3 

グループ記録画面はございません

ので帳票等運用での対応で可となりま

すでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

27 精神リハビリ部門システム

-5-10-16-8 

グループ記録画面はございません

ので帳票等運用での対応で可となりま

すでしょうか。 

対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

28 精神リハビリ部門システム グループ記録画面はございません 対応区分「Ｂ」代替の策として、詳細



 
 

-5-10-16-10 ので帳票等運用での対応で可となりま

すでしょうか。 

をご提案いただいてからの判定となり

ます。 

29 全般 必須項目が１項目でも対応不可の

場合は参加資格は認められないという

ことになりますでしょうか。 

参加資格については、入札公告の

「２ 入札に参加する者の資格等に関

する事項」によりますが、落札者選考

において、必須科目の対応区分が 1

項目でも「Ｃ」の場合、失格となります。 

30 （資料１）入札説明書 2、入

札に参加する者の資格等に関

する事項について 

システム開発業務の統括責任者

（プロジェクトマネージャー）は製造メ

ーカ所属であることを前提としてお伺

い致します。 

入札参加資格をもつ企業と製造メ

ーカが協業して参加する場合、単独 

企業、企業連合どちらでの参加が適

切でしょうか。 

いずれも可能です。 

31 （資料 3－6）第 6 章_ハード

ウェア A4 カラーレーザープ

リ ン タ の 仕 様 に つ い て

6.3.8.1 6.3.8.4 

仕様書記載の要件は、旧機種の内

容となっております。現在流通してい

る後継機種では以下のような仕様変

更があります。ご確認をいただけます

でしょうか。6.3.8.1 

半導体レーザー＋乾式 1 成分電

子写真方式であること。 

→半導体レーザービーム走査＋乾

式 2 成分電子写真方式 6.3.8.4 

電源投入時、20 秒以下で印刷可

能な状態になること。 

→電源投入時：32 秒以下 

後継機種の仕様も可能とします。 

32 （資料 3－6）第 6 章_ハード

ウェア A3 カラーレーザープ

リ ン タ の 仕 様 に つ い て

6.3.9.3 

仕様書載の要件は、旧機種の内容

となっております。現在流通している

後継機種では以下のような仕様変更

があります。ご確認いただけますでしょ

うか。 6.3.9.3 

A4 用紙で 1 枚目の印刷が 6.5 秒

以下（標準トレイにて A4 横送り印刷 

時）で印字されること。 

→A4 用紙で 1 枚目の印刷が 13.9 

秒以下（標準トレイにて A4 横送り 

印刷時） 

後継機種の仕様も可能とします。 

33 （資料 3-4）第 4 章_電子カルテ 

等処方オーダのチェック機能に

ついて 

4.2.29.15 

4.2.38.8 

「処方オーダ／注射オーダに含ま

れる薬品の必要病名設定と患者の病

名が不一致であれば警告または禁止

のメッセージを表示し、プロブレム登

録の画面を起動させること。」 

こちらは医師がオーダ確定操作を

するタイミングにて、必要病名の登録

する画面を表示し、病名を選択して登

録を促す機能を示しておりますでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

 

34 （資料 3-4）第 4 章_電子カルテ 

等処方オーダのチェック機能に

ついて 

「処方オーダの RP 開始日が処方

箋開始日の以前であれば禁止するこ 

と。」 

お見込みのとおりです。 



 
 

4.2.29.3 

4.2.29.4 

「処方オーダの RP 開始日が処方

箋開始日と異なる場合は警告または 

禁止すること。」 

これらの要件では、RP 開始日・処

方箋開始日はそれぞれ、服薬開始

日・オーダ発行日を示している認識で

よろしいでしょうか。 

その場合、これらの要件は、処方箋

の発行日と服薬開始日をずらして処

方を発行する運用を前提としたものと

いう理解でよろしいでしょうか。 

35 （資料 3-4）第 4 章_電子カル

テ等注射指示変更について

4.2.32.2 

「注射指示変更画面は操作の当日

および翌日のオーダ内容についての

み指示変更を入力できること。」 

指示変更の対象は当日及び翌日

のみに限定するのは、将来分を安易

に変更しないように制限することを意

図していますでしょうか。当日以降す

べて変更可能という解釈でも問題ない

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

 

 


